
安芸市新複合交流施設（旧市庁舎跡地）整備 PFI 事業　実施方針等に関する質問及び意見等への回答（令和8年3月12日）

頁 大項目 中項目 小項目 細目

1 実施方針 3 第1 1 (6) ア 津波浸水・液状化リ
スクへの対策

最大クラスの地震で6.5mの浸水予測、および液状化リスクが指摘されています。要求水準にお
いて、建築基準法を超える特定の耐震性能や防水対策が求められる予定はありますか。

要求水準書（素案）に示す耐震安全性区分を満たすことを基本とします。ただし、複合交流施
設は緊急避難場所としての機能を有することから、津波浸水及び液状化の影響を考慮し、災害
時における人命の安全確保及び必要な機能維持が図られるように、合理的な対策を講じてくだ
さい。建築基準法を超える一律的な性能の上乗せを義務づけるものではありませんが、複合交
流施設の機能確保の観点から、適切に計画してください。

2 実施方針 3 第1 1 (6) ア エリアの浸水対策 敷地はL1で2～3m、L2で6.5mの浸水予測とされていますが、敷地を含む沿岸エリアとしてハード
面での対策（かさ上げ、防潮対策、避難経路確保など）を講じられるご予定はありますでしょ
うか。ございましたらご教示ください。

現時点で質問文中に記載の対策を実施する予定はありません。
一方で、津波浸水対策としてのピロティ整備に関する可能性を否定するものではありませんの
で、安全・安心に利用できる対策を講じるための有効手法をご提案ください。

3 実施方針 4 第1 1 (6) イ 建物の概要 既存建物の解体・撤去工事は市が実施なさるものと解してよろしいでしょうか。 本事業用地内の旧市役所庁舎（既存施設）の解体・撤去は要求水準書（素案）p.34「第６ 建設
業務に関する要求水準」に記載のとおり、本事業内において民間事業者によって実施していた
だきます。一方、本事業用地外に現存する市民会館、図書館、女性の家については、本事業に
おける解体・撤去業務の対象外です。

4 実施方針 4 第1 1 (6) イ 建物の概要 1/29の現地説明会において、旧市庁舎跡地の建物のアスベスト調査等は行っていないとのご説
明をいただきましたが、旧市庁舎跡地の建物解体・撤去工事におけるアスベスト事前調査費
用・本調査費用、アスベスト処理対策費は別途精算していただけるという認識でよろしいで
しょうか。
また、未調査の場合、事業者にて調査費及び対策費を見込むことは難しいと考えております。

既存施設のアスベスト含有調査やPCB調査は行っていません。解体にあたっては、民間事業者に
おいて事前にこれらの調査を実施してください。なお、当該調査の結果、アスベストやPCBが含
有されている場合の適切な処理のために増加する費用については、別途市が負担するものとし
ます。

5 実施方針 4 第1 1 (6) ウ 現施設の概要 旧市庁舎跡地以外の現存する市民会館や図書館、女性の家の建物は本事業の対象外ですが、新
複合交流施設の供用開始以降も使用されるご予定でしょうか。

複合交流施設の供用開始後には解体を予定しています。

6 実施方針 6 第1 1 (7) ア-(エ) 什器備品の調達設置
を行う事業者の参加
要件

什器備品の調達設置を行う事業者の参加要件については、建設業務に含めず、その他業務を行
う者としてお認めいただけますようお願いいたします。

応募企業の要件は満たす必要がありますが、建設業務以外としての提案も認めることとしま
す。

7 実施方針 6 第1 1 (7) ア-(エ) 建設業務 b什器備品調達及び設置業務との記載がありますが、現段階で想定されている具体的な業務範囲
及び什器備品の詳細をご教示いただけますようお願いいたします。

什器・備品リストは募集要項等の公表時に、開示する予定です。また、複合交流施設を安全か
つ効率的に運営・維持管理できるよう、什器・備品は適切に配置してください。

8 実施方針 7 第1 1 (7) イ 商業機能の実施 「・・任意事業として自ら提案・実施する収益事業（カフェやレストラン、ショップ等）を実
施することができる。・・」とありますが、周辺の商店街等の民業圧迫となる可能性もあるこ
とから、市民との協働、事業への理解促進も考慮し、本事業から除外いただけないでしょう
か。

原文のままとします。

9 実施方針 7 第1 1 (7) イ 商業機能の実施 「・・任意事業として収益事業を実施することができる。」とありますが、実施する内容に
よって評価の多寡があるのでしょうか。
本事業の目的を考慮すると、市民の為のイベントや講座の開催が最優先であると考えておりま
す。

複合交流施設内における商業機能の位置付け、多機能とのつながり、内容の充実度についても
評価対象に含める予定です。

10 実施方針 7 第1 1 (7) イ 商業機能の実施 事業に係る全ての費用をPFI事業者自らの負担で行う独立採算事業とありますが、SPCではな
く、実際に業務を担う事業者の負担で独立採算業務を実施するとの理解でよろしいでしょう
か。

ご理解のとおりです。なお、SPC自らが実施する場合には、SPCの負担による独立採算実施とな
ります。

11 実施方針 7 第1 1 (7) イ 商業機能の実施 昨今の建築費高騰や地元企業の参画を促すためサービス購入と独立採算の混合型で検討しても
らいたいです。内装や設備工事については、市側で負担してもらえないでしょうか。

サービス対価の範囲内での事業実施を原則としますが、提案によるものとします。

12 実施方針 7 第1 1 (7) イ 商業機能の実施 事業者には、独立採算であることから撤退時にペナルティは発生しないとの理解でよろしいで
しょうか。

募集要項等の公表時に、事業契約書（案）において示します。

13 実施方針 7 第1 1 (7) イ 商業機能の実施 対象施設において商業機能を実施する際の施設・設備の整備費や床代の負担等の諸条件に関し
ては、公告時に詳細が示されると考えてよろしいでしょうか。

募集要項等の公表時に示します。

14 実施方針 7 第1 1 (7) ウ 自主事業 事業に係る全ての費用をPFI事業者自らの負担で行う独立採算事業とありますが、SPCではな
く、実際に業務を担う構成企業又は協力企業の負担で独立採算業務を実施するとの理解でよろ
しいでしょうか。

ご理解の通りです。なお、SPC自らが実施する場合には、SPCの負担による独立採算実施となり
ます。

No. 書類名
該当箇所

タイトル 質問及び意見 回答
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
No. 書類名

該当箇所
タイトル 質問及び意見 回答

15 実施方針 7 第1 1 (8) ア-(ア) 運営業務 出張所窓口業務は市が実施するとありますが、ここでいう出張所窓口業務は実施方針2p第1-1-
(4)-ｲに示される出張所機能と同一であり、事業者が実施する出張所機能はないものと解してよ
ろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

16 実施方針 8 第1 1 (10) スケジュールの整合
性

既存施設の解体期間（R10.1〜12）と新施設の建設開始（R11.1）が連続していますが、不測の
事態（地中障害物の発見等）による遅延が発生した場合、供用開始時期の延期は柔軟に検討さ
れますか。

複合交流施設の供用開始時期を厳守することを前提に、設計から開館準備までの各期間を総合
的に提案してください。なお、国への交付金申請との関係上、民間事業者からの提案スケ
ジュールについては、必要に応じて市と調整の上、これを遵守していただく必要がある点にご
留意ください。

17 実施方針 8 第1 1 (10) 事業期間 施設整備のうち、設計、解体、建設、各業務期間を明示されていますが、令和9年7月～令和12
年12月の期間内であれば、各業務のスケジュールは事業者の提案によるものとの理解でよろし
いでしょうか。

No.16への回答を参照してください。

18 実施方針 8 第1 1 (10) 事業期間 既存施設の解体期間が記載されておりますが、昨今の人手不足等を鑑み、柔軟な工程計画を可
能にする為、既存施設の解体期限を令和10年12月とし、解体開始時期は事業者の提案によるも
のとさせていただくことは可能でしょうか。
また、既存建物の解体期間は令和10年1月(予定)からとのことですが、現在も利用されている矢
ノ丸出張所は令和9年12月末には閉鎖されており、令和10年1月より解体工事に着手できるとい
う認識でよろしいでしょうか。

前段については、No.16への回答を参照してください。
後段については、ご理解のとおりです。

19 実施方針 8 第1 1 (11) ア サービス対価の支払
い時期

サービス対価A（一次支払い分）の「年度ごとの出来高に応じて支払い」について、具体的な支
払回数や時期の目途（例：年度末一括、四半期ごと等）を教示ください。

募集要項等の公表時に、事業契約書（案）において示します。

20 実施方針 8 第1 1 (11) ア 物価改定 リスク分担表に物価変動リスクの分担について記載がある一方、実施方針本文には対価改定の
具体的な根拠規定が見当たりません 。運営期間は15年という長きにわたるため、労務費や資材
費の高騰といった外部要因は、自社努力のみで吸収することが極めて困難です 。官民双方が健
全に事業を継続できるよう、募集要項等において、客観的指標に基づくスライド条項（算定式
等）を契約上の権利義務として明記することを強く希望いたします。

募集要項等の公表時に、事業契約書（案）において示します。

21 実施方針 8 第1 1 (11) ア 物価改定の起算日 物価改定の起算日については、内閣府からの通達にもございます通り、債務負担行為を行った
月付近の指数を比較指数として設定いただける認識でよろしいでしょうか。

募集要項等の公表時に、事業契約書（案）において示します。

22 実施方針 8 第1 1 (11) ア 物価改定感度 物価改定の感度は出来るだけ高め（0.5%以上）である方が、民間としては、物価変動リスクが
少なくなり、参加しやすくなりますので、ご検討をお願いいたします。

ご意見として承りました。

23 実施方針 8 第1 1 (11) ア 物価改定の範囲 什器備品設置業務・開業準備業務、修繕業務等、全ての業務について、物価改定の対象となる
理解でよろしいでしょうか。

募集要項等の公表時に、事業契約書（案）において示します。

24 実施方針 8 第1 1 (11) ア 交付金採択時の上乗
せ支払い

交付金が採択された場合、採択額と同額を事業者に支払うとありますが、これは「施設整備
費」の総額に加算されるものですか、それとも市負担分を交付金で充当し、事業者への総支払
額は不変なのですか。

交付金は、本来市が負担すべき施設整備費の一部を、採択額に応じて充当するものであり、民
間事業者に対する総支払金額については、交付金の採択額の多寡によって変動するものではあ
りません。

25 実施方針 8 第1 1 (11) ア-(ア)  設計・工事監理・
建設の対価

交付金の採択によってサービス対価Aの金額が変わると記載がございますが、募集要項等公表時
にはサービス対価Aの金額が明示されるとの理解でよろしいでしょうか。資金調達額や事業収支
作成に影響があるため、公告時にお示し下さい。

サービス対価Aの金額については、令和9年3月頃を予定している国からの交付金の決定通知を受
けた後に確定するものとします。

26 実施方針 8 第1 1 (11) ア-(ア) 設計・工事監理・建
設の対価

『「新しい地方経済・生活環境創生交付金」の申請を予定している。』との記載があります
が、申請等の業務は貴市にて行われるという認識でよろしいでしょうか。また、募集要項公表
時は交付申請中であっても提案計画は交付金分をサービス対価Aで支払われる前提で提案金額を
算出するとの理解でよろしいでしょうか。
事業者の収支計画（資金調達計画）に多大な影響があることから、交付金の採択の有無に関わ
らず、貴市から事業者への支払い方法（支払時期・金額）は提案時点から変更がないようにし
ていただきたくご検討の程よろしくお願いいたします。

「新しい地方経済・生活環境創生交付金」に係る国への申請手続きは市において実施します。
サービス対価Aの金額については、令和9年3月頃を予定している国からの交付金の決定通知を受
けた後に確定するものとします。その他詳細につきましては募集要項等の公表時に示します。

27 実施方針 9 第1 1 (11) エ サービス対価の支払
い方法のイメージ

サービス対価Cの支払が「年度払い分」とありますが、開業準備費は開業準備業務の終了時支払
いでよろしいですか。また、維持管理・運営業務費は各年度1回払いですか、複数回の支払です
か。

募集要項等の公表時に、事業契約書（案）において示します。
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
No. 書類名

該当箇所
タイトル 質問及び意見 回答

28 実施方針 9 第1 1 (11) エ サービス対価の支払
い方法のイメージ

対価Cのうち、開館準備業務（令和13年1月～令和13年3月）費用については、令和13年度分の
サービス対価Cとして年度終了段階で一括精算されるものと解してよろしいでしょうか。

募集要項等の公表時に、事業契約書（案）において示します。

29 実施方針 10 第2 2 選定スケジュール 募集要項等の公表から事業提案書の受付期限までのスケジュールが非常に短いです。優先交渉
権者の決定と特定事業仮契約の締結までのスケジュールには余裕があるように思います。事業
提案書の受付期限を1.5ヶ月か2ヶ月程度延伸して下さい。

ご意見として承りました。

30 実施方針 10 第2 2 募集要項等に関する
個別対話②

募集要項等に関する個別対話②が令和8年10月下旬に予定されていますが、事業提案書の受付期
限である令和8年11月下旬までの期間がありません。できましたら個別対話②の時期を早めてい
ただくことはできないでしょうか。

ご意見として承りました。

31 実施方針 10 第2 2 選定の手順及びスケ
ジュール

令和8年3月25日～27日で実施方針等に関する個別対話の開催が予定されておりますが、募集要
項等の公表の前の4月下旬～5月中旬頃に再度実施方針等に関する個別対話を開催していただけ
ないでしょうか。
また、あわせて貴市のご意向をよりよく反映する為には提案書作成期間及び十分なコスト検討
期間を確保することが重要であると考えており、対話実施2～3ヶ月前に、詳細な要求水準書
((案)でも可)、施設計画検討に必要な資料（諸室諸元表、備品一覧等）を公表いただけないで
しょうか。可能な限り貴市と事業者との間での認識の齟齬がないようにすべきと考えておりま
す。
ご検討の程よろしくお願いいたします。

前段については、原文のままとします。
後段については、ご意見として承りました。

32 実施方針 10 第2 2 選定の手順及びスケ
ジュール

参加表明書及び参加資格確認に必要な書類の作成、また事業提案書の作成にあたり、7月下旬の
質問の受付期限①と8月中旬の回答の公表、8月下旬の個別対話①をそれぞれ1週間程度前倒しに
していただけないでしょうか。
参加表明書等の準備期間を確保するため、また説明会や個別対話を経て、貴市のご意向を反映
させたご提案を行うためにも、十分な準備・検討期間を確保したく考えております。ご検討の
程よろしくお願いいたします。

ご意見として承りました。

33 実施方針 10 第2 2 選定の手順及びスケ
ジュール

提案書への反映期間の確保のため、10月上旬の募集要項等に関する質問受付②は9月中旬、10月
下旬の回答〆切②は10月上旬、10月下旬の個別対話②の開催は10月中旬にしていただくことは
可能でしょうか。

ご意見として承りました。

34 実施方針 11 第2 3 (3) 実施方針等に関する
個別対話の参加人数

個別対話の参加人数について、「各社・グループ5名まで」  とされていますが、グループで参
加する場合の人数制限を緩和、もしくは「1社につき5名まで」等への変更を要望します。
本事業は複合施設であり、設計、建設、維持管理、運営（図書館・ホール等）の各専門領域に
わたる詳細な対話が必要です。5名という制限下では、各分野の専門担当者が同席できず、市と
の技術的・実務的な意思疎通が不十分になる恐れがあります。高品質な提案を構築するため、
グループ参加時には各役割の主担当者が同席できるよう、少なくとも「10名程度」への増員を
ご検討ください。

ご意見を踏まえ、個別対話への参加人数及び参加方法を変更します。詳細については市HP上の
追加情報（令和8年3月5日）を参照してください。

35 実施方針 13 第2 4 (1) ア 応募者等の構成 統括マネジメント企業の実績は何が求められるでしょうか。 統括マネジメント企業については、実施方針p.14「応募者等の一般参加要件」に示す要件等を
満たすことを求めます。統括マネジメント業務にあたる企業の要件を新たに規定することとし
ます。

36 実施方針 13 第2 4 (2) ア 応募グループの取扱
い

代表企業を変更できる募集要項ですが、市としては代表企業が途中で変わる応募者と代表企業
が変わらない応募者ではどちらを望むのでしょうか。

代表企業の変更に当たっては、実施方針に定めるとおり、事前に提案書へ明記するとともに、
市の承認を得ること、並びにSPCに対する議決権株式の保有比率等に関する条件を満たし、事業
の安定的かつ確実な実施が確保されることが前提となります。これらの条件が満たされる限り
においては、代表企業が事業期間中に変更される応募者と、変更されない応募者との間で、特
段の差を設けるものではありません。

37 実施方針 14 第2 4 (3) ア 応募者の一般参加要
件

指名停止に該当する企業は、SPCに出資する代表企業及び構成企業との認識で宜しいでしょう
か。

実施方針p.13「応募者等の構成」に記載のとおり「応募者等」には「応募企業又は応募グルー
プの代表企業、構成企業若しくは協力企業」が含まれます。したがって、構成グループのう
ち、SPCに株主として出資しない協力企業についても、高知県及び安芸市の指名停止基準に基づ
く指名停止を受けていないことが求められます。

38 実施方針 15 第2 4 (4) イ 各業務にあたる企業
の条件

統括マネジメント企業の参加要件について、P14 （4）「応募者等の資格要件」に記載が有る
（ア）設計企業、（イ）建設企業、（ウ）工事監理企業、（エ）維持管理企業、（オ）運営企
業の（ア）～（オ）以外の企業が実施する場合を想定して、（カ）「その他企業」を参加要件
に追加していただけないでしょうか。

No.35への回答を参照してください。
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
No. 書類名

該当箇所
タイトル 質問及び意見 回答

39 実施方針 15 第2 4 (4) イ 各業務にあたる企業
の要件

（ア）設計企業の要件としてa～gの要件が記載されておりますが、c～g全ての実績が必要とい
うことでしょうか。
また、管理技術者等の担当者においても同様の要件が必要になる予定でしょうか。
設計・工事監理業務の各担当者について必要となる要件がございましたらご教示ください。

c～g全ての実績が必要ですが、これら全ての実績を設計企業の各社が有している必要はなく、c
～gぞれぞれ1者以上が該当することを求めています。
また、設計業務及び工事監理業務に係る責任者等の従事者個人に対する要件は設けていませ
ん。

40 実施方針 15 第2 4 (4) イ-(ア) 設計企業 構成企業もしくは協力企業として、地元の設計企業の活用も評価の対象となるのでしょうか。 応募グループの組成に関し、地元事業者の参画を必須条件とはしておりませんが、募集要項等
の公表時に示す優先交渉権者選定基準においては、本事業への地元事業者の参画や地域人材の
雇用創出等、地域経済の発展に寄与する提案内容であるかという視点に係る評価項目を設ける
予定です。なお、本事業における「地元」、「地域」とは、高知県内を指します。

41 実施方針 15 第2 4 (4) イ-(ア) 設計企業の参加要件 c　延べ床面積5,000㎡以上の公共施設又は民間施設の設計実績を有していることとの記載があ
りますが、設計実績の実施時期は要件として問われないものと考えてよろしいでしょうか。
本参加要件であれば、現存しないような建物の設計実績も実績として認められる可能性も考え
られることから、建設企業の参加要件と同様に平成28年4月1日以降という要件を追加いただく
ことは可能でしょうか。ご検討の程よろしくお願いいたします。

原文のままとします。

42 実施方針 15 第2 4 (4) イ-(ア) 設計企業の参加要件 ｄ 図書館機能を有する公共施設又は民間施設の設計実績を有していることとの記載があります
が、設計実績の実施時期は要件として問われないものと考えてよろしいでしょうか。
本参加要件であれば、現存しないような建物の設計実績も実績として認められる可能性も考え
られることから、建設企業の参加要件と同様に平成28年4月1日以降という要件を追加いただく
ことは可能でしょうか。ご検討の程よろしくお願いいたします。

原文のままとします。

43 実施方針 15 第2 4 (4) イ-(ア) 設計企業の参加要件 e 文化ホール機能を有する公共施設又は民間施設の設計実績を有していることとの記載があり
ますが、設計実績の実施時期は要件として問われないものと考えてよろしいでしょうか。
本参加要件であれば、現存しないような建物の設計実績も実績として認められる可能性も考え
られることから、建設企業の参加要件と同様に平成28年4月1日以降という要件を追加いただく
ことは可能でしょうか。ご検討の程よろしくお願いいたします。

原文のままとします。

44 実施方針 15 第2 4 (4) イ-(ア) 設計企業の参加要件 f コミュニティ機能を有する公共施設又は民間施設の設計実績を有していることとの記載があ
りますが、設計実績の実施時期は要件として問われないものと考えてよいでしょうか。
本参加要件であれば、現存しないような建物の設計実績も実績として認められる可能性も考え
られることから、建設企業の参加要件と同様に平成28年4月1日以降という要件を追加いただく
ことは可能でしょうか。ご検討の程よろしくお願いいたします。

原文のままとします。

45 実施方針 15 第2 4 (4) イ-(ア) 設計企業の参加要件 g 子育て支援機能を有する公共施設又は民間施設の設計実績を有していることとの記載があり
ますが、設計実績の実施時期は要件として問われないものと考えてよろしいでしょうか。
本参加要件であれば、現存しないような建物の設計実績も実績として認められる可能性も考え
られることから、建設企業の参加要件と同様に平成28年4月1日以降という要件を追加いただく
ことは可能でしょうか。ご検討の程よろしくお願いいたします。

原文のままとします。

46 実施方針 15 第2 4 (4) イ-(イ) 建設企業の参加要件 a基本要件にて建設企業は単独の企業又は共同企業体「以下、JVという。」とし。以下の要件の
全てを満たすこととの記載がありますが、単独の企業として参加する場合でも、P16 b　JVの代
表構成員の要件に記載の事項を全て満たす必要があるという認識でよろしいでしょうか。
ご教示の程よろしくお願いいたします。

要求水準書（素案）p.16に記載の「b JVの代表構成員の要件」については、単独の企業として
参加する場合においても、全ての事項を満たす必要があります。ご質問を踏まえ、以下のとお
り修正します。

修正前：
b JVの代表構成員の要件 
JVの代表構成員となる企業は、「第２/４/(4)/イ/(イ)/a」に定めるもののほか、次に掲げる事
項を全て満たすこと。
修正後：
b 単独の企業及びJVの代表構成員の要件 
単独の企業及びJVの代表構成員となる企業は、「第２/４/(4)/イ/(イ)/a」に定めるもののほ
か、次に掲げる事項を全て満たすこと。

47 実施方針 16 第2 4 (4) イ-(イ) JVの代表構成員の要
件

技術者の施工実績については、ＪＶの代表でもその他構成員でも主任技術者・担当技術者は同
様の職務を行います。その他構成員での実績も要件を満たすことにして頂けないでしょうか。

原文のままとします。
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
No. 書類名

該当箇所
タイトル 質問及び意見 回答

48 実施方針 16 第2 4 (4) イ-
(イ)-

b

JVの代表構成員の要
件

弊社は地元県内企業として本事業参画を考えている企業ですが、P点が1500点以上という要件
は、地元建設会社として代表企業として参加出来る要件になっておらず、門戸を極端に狭める
要件となっております。こちらについては、より良い提案を募集すると共に県内企業もチャレ
ンジできるよう、ハードルを下げることを御検討頂けないでしょうか。（例として現在実施方
針が公表されております、高知市発注の金額同規模のPFI事業は1000点以上となっております）

ご意見を踏まえ、以下のとおり修正します。

修正前：
(b)最新の経営事項審査結果の「建築一式工事」に係る総合評定値（P）が1,500点以上の者であ
ること。
修正後：
(b)最新の経営事項審査結果の「建築一式工事」に係る総合評定値（P）が1,000点以上の者であ
ること。

49 実施方針 16 第2 4 (4) イ-
(イ)-b-

(b)

JVの代表構成員の要
件

建築一式工事に係る総合評定値（P）が1500点以上となっており、県内企業では満たすことが厳
しい条件になっております。県内企業が参加可能な1300点以上への要件見直しをお願い致しま
す。

No.48への回答を参照してください。

50 実施方針 16 第2 4 (4) イ-
(イ)-b-
(d),(e)

JVの代表構成員の要
件

元請施工実績は平成18年以降になっておりますが、技術者の施工実績は平成28年以降との記載
になっています。技術者も平成18年以降として頂けないでしょうか。

原文のままとします。

51 実施方針 17 第2 4 (4) イ-(ウ) 工事監理企業 設計企業との兼務は可能でしょうか。 設計企業及び工事監理企業に求められる要件のいずれも満たす場合には、両業務を兼務するこ
とが可能です。

52 実施方針 18 第2 5 (1) 審査の方法 事業者選定にあたり、地域貢献も加点項目の一つになるものと考えておりますが、地域貢献に
おける地域の定義・扱いについて、貴市内企業のみとするのか、もしくは高知県内企業も含め
るのかのご方針が決まっているのであれば、ご教示いただけますでしょうか。

No.40への回答を参照してください。

53 実施方針 18 第2 5 (3) イ 提案審査 提案書の構成について、現時点で考えをお示し頂けないでしょうか。 募集要項等の公表時に示します。

54 実施方針 18 第2 5 (3) イ 提案審査 VEやCD提案も求められますでしょうか。 提案を求める項目の詳細については、募集要項等の公表時に示しますが、質問文中に記載の項
目を必須で求めることは想定していません。

55 実施方針 19 第2 6 (2) ア SPCの設立等 「優先交渉権者は・・株式会社として、SPCを・・安芸市内に設立する」とありますが、本施設
をSPC所在地として使用、登記することは可能でしょうか。

優先交渉権者との協議によるものとします。

56 実施方針 23 第6 2 (3) その他事由により本
事業の継続が困難と
なった場合

不可抗力の定義はどのように考えたらよろしいでしょうか（震災や津波の規模や範囲など）。 募集要項等の公表時には、事業契約書（案）において不可抗力リスクの取扱いを示しますが、
不可抗力はそもそも予見困難な性質を持つため、個別の規模等についてはあらかじめ明示しな
い想定です。

57 実施方針 23 第6 3 金融機関又は融資団
と市との協議

金融機関等の融資は必須でしょうか。その場合、モニタリング業務も含めますか。 原則として金融機関等からの融資を想定していますが、融資契約の内容について市が関与する
ものではありません。質問文中に記載の「モニタリング業務」が具体的に何を指しているのか
が定かではありませんが、金融機関による事業の継続的なモニタリングが行われることから、
事業の健全な運営を確保する上で一定のメリットがあると考えています。

58 実施方針 29 別紙1 リスク分担表 地震・津波等自然災害のリスク分担も明確にすることは可能でしょうか？　建物・設備の損
壊、管理運営への影響

募集要項等の公表時に、事業契約書（案）において示します。

59 実施方針 29 別紙1 光熱水費の取り扱い 現状、光熱水費の支払主体についての直接的な明記がありません。リスク分担表（※4）の記載
から、原則として「事業者負担」を想定されていると推察しますが、募集要項等において支払
主体を明記することを求めます。また、公共施設部分と民間収益施設部分が混在するため、各
エリアの費用負担区分についても明確な定義を記載してください。

複合交流施設における光熱水費・通信費に関し、必須事業に係る発生分はサービス対価に含め
ます。なお、原則は事業者負担としつつ、単価の大幅な改定等による必要経費の増加が生じた
場合については、市と事業者で協議の上、決定するものとします。また、商業機能及び自主事
業の実施に係る発生分については、増加分も含め事業者負担とします。

60 実施方針 29 別紙1 光熱水費の取り扱い 光熱水費を事業者負担とする場合、昨今のエネルギー価格の急激な高騰や社会情勢の変化は、
民間事業者の努力のみでは制御不能なリスクです。一律の事業者負担は事業の継続性を損なう
恐れがあるため、市の負担としていただくが、当初３年間は実費精算、その後は３年分の実績
に基づき年度契約を行う等、光熱水費が事業を圧迫しないよう、ご配慮いただきますよう、お
願いします。

ご意見として承りました。

61 実施方針 29 別紙1 光熱水費の取り扱い リスク分担表（※4）に「光熱水費等の運営費の増加については、市と事業者で協議して決定す
る」とありますが、この「協議」が開始される具体的な基準（例：当初想定値から〇％以上の
乖離が発生した場合等）を募集要項等で事前に提示することを求めます。基準が曖昧な場合、
適正な価格提案が困難となるため、透明性の高い基準設定をお願いします。

ご意見として承りました。

5 / 13 ページ



頁 大項目 中項目 小項目 細目
No. 書類名

該当箇所
タイトル 質問及び意見 回答

62 実施方針 29 別紙1 光熱水費の物価改定 水光熱費等の指数を比較する際に、水光熱費の物価対策が政府から行われることがあります。
この影響により、指数をゆがめることがあるため、当該影響を除外できる考え方を採用いただ
ける認識でよろしいでしょうか。

ご意見として承りました。

63 実施方針 29 別紙1 施設劣化リスクの負
担に関する意見

リスク分担表において、施設の劣化リスクが事業者の負担とされていますが、適切な維持管理
を行っていても避けられない経年劣化については、市に帰属（または市が許容）していただき
たく存じます。要求水準書（素案）40頁にも「経年による劣化は許容する」との旨が記載され
ていることを踏まえ、事業者が過度なリスクを負うことなく、長期にわたり安定した施設管理
に専念できるよう、適切な分担への見直しをお願いいたします。

要求水準書（素案）に記載のとおり、「経年による劣化は許容する」とは、事業期間終了時に
おいて、複合交流施設の全体に著しい損傷がなく、要求水準書で示す性能及び機能を適切に発
揮できる状態で市に引き継がれることを前提としたものであり、当該性能及び機能が満足され
ている場合に限り認められるものです。
換言すれば、要求水準書で示す性能及び機能を適切に発揮できる状態と認められる限りにおい
て、通常の使用に伴い不可避的に生じる自然な経年劣化についてまで、補修や更新を事業者に
求める趣旨ではありません。

64 実施方針 29 別紙1 什器・備品の劣化に
伴うリスク負担に関
する意見

什器備品損傷リスクについて、事業者の適切な管理下において通常の使用に伴い発生する経年
劣化や摩耗は、公共施設の運営上避けられないものです 。そのため、これらに起因する損傷リ
スクについては市に帰属させていただきたく存じます 。事業者が善管注意義務を果たしている
ことを前提に、官民で適正なリスク分担となるよう、募集要項等での規定の見直しを検討いた
だけますと幸いです 。

No.63への回答を参照してください。

65 実施方針 29 別紙1 リスク分担表-不可
抗力リスク

ここでいう「一定の金額」について、公告時に示される事業契約書案等において、具体比率な
いしは具体金額が示されるのでしょうか。

募集要項等の公表時に、事業契約書（案）において示します。

66 実施方針 29 別紙1 リスク分担表 地震、津波、洪水等の天変地異によるリスクは不可抗力リスクという認識でよろしいでしょう
か。

リスク分担表中の「不可抗力リスク」の項目を参照してください。なお、詳細については、募
集要項等の公表時に事業契約書（案）において示します。

67 実施方針 30 別紙1 リスク分担表-物価
変動リスク

市・事業者のいずれにも●が付されますが、ここで規定される内容に照らし、市のみ●が適正
ではないでしょうか。

ご意見を踏まえ、修正します。

68 実施方針 30 別紙1 リスク分担表
建設リスク
工事費増大リスク

市の指示による工事費の増大に関するもの以外は、事業者側のリスクとなっていますが、工事
期間は令和11年からの24ヶ月のため建設物価の変動による対応は、事業提案書提出時の令和8年
10月を基準として頂き、その後は、高知県のスライド条項に準ずる対応と考えて宜しいでしょ
うか。

募集要項等の公表時に、事業契約書（案）において示します。

69 実施方針 30 別紙1 物価変動リスク 物価変動の考え方についてお示しください。 募集要項等の公表時に、事業契約書（案）において示します。

70 実施方針 30 別紙1 設計・建設段階 設計期間中の物価変動は考慮されるでしょうか。 募集要項等の公表時に、事業契約書（案）において示します。

71 実施方針 30 別紙1 物価変動リスク リスク分担表において、物価変動リスクが記載されていますが、「一定の範囲を超える」の指
標についてご教示ください。

募集要項等の公表時に、事業契約書（案）において示します。

72 実施方針 30 別紙1 物価変動リスク リスク分担表において、物価変動リスクが記載されていますが、設計・監理業務に対する物価
変動についても対象と考えてよろしいでしょうか。

募集要項等の公表時に、事業契約書（案）において示します。

73 実施方針 30 別紙1 リスク分担表　物価
変動リスク

昨今の急激な物価変動リスクを下げるため、物価変動見直しの基準日を実施方針公表日として
もらえないでしょうか。

ご意見として承りました。なお、詳細については、募集要項等の公表時に事業契約書（案）に
おいて示します。

74 実施方針 30 別紙1 リスク分担表　物価
変動リスク

維持管理業務と運営業務の人件費の見直し指標は、実勢価格を反映させるため、地域の最低賃
金を採用してもらえないでしょうか。

ご意見として承りました。

75 実施方針 30 別紙1 リスク分担表 設計リスク、工事遅延・未完工リスク、工事費増大リスクのリスク分担が「貴市の事由による
もの」と「貴市以外の事由によるもの」で分けられておりますが、「貴市以外の事由によるも
の」は、「事業者の事由によるもの」を指しているという理解でよろしいでしょうか。

原文のとおりです。「事業者の事由によるもの」も含む「市以外の事由によるもの」を指して
います。
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
No. 書類名

該当箇所
タイトル 質問及び意見 回答

76 実施方針 30 別紙1 リスク分担表 物価変動リスクについて、昨今の物価上昇による施設整備費の高騰の為、全体スライド、単品
スライド、インフレスライドをご採用いただき、施設整備費の物価変動に基づく改定をしてい
ただきたたく考えております。
また、内閣府の物価変動への対応に関する通知に基づき、価格変動の起算日は入札公告日と
し、改定時期は着工時及び着工後12月を経過した時点、当該改定は再度行うことが可能な条件
としていただきたく考えております。
併せて、使用する指標は実勢単価から乖離している一般財団法人建設物価調査会の建築費指数
ではなく、株式会社日建設計が独自に算出しているNSBPIといった実勢単価により近しいものを
ご採用いただけますようお願いいたします。

ご意見として承りました。なお、詳細については、募集要項等の公表時に事業契約書（案）に
おいて示します。

77 実施方針 31 リスク分担表
建設リスク
工事費増大リスク

市の指示による工事費の増大に関するもの以外は、事業者のリスク負担とありますが、物価変
動による対応は、実施方針公表日を基準としていただけないでしょうか。

ご意見として承りました。なお、詳細については、募集要項等の公表時に事業契約書（案）に
おいて示します。

78 実施方針 31 別紙1 リスク分担表-什器
備品損傷リスク

要求水準書（素案）39ｐ第8-5-(2)において、経年による劣化に関して事業者の修繕義務が免除
されることが明記されていることから、当分担表においても、市のリスク分担内に経年劣化リ
スクを表現いただけないでしょうか。

No.63への回答を参照してください。

79 実施方針 31 別紙1 リスク分担表-修繕
費コストリスク

損傷理由に限らず、事業期間中に発生したすべての修繕コストリスクを事業者が負うように読
めるため、想定されるケースごとに帰責先（市・事業者・第三者等）を定めていただけないで
しょうか。

ご意見として承りました。

80 実施方針 31 別紙1 リスク分担表 技術革新リスクについて、技術革新等に伴う施設・設備の陳腐化により発生する増加費用は事
業者側で見込むことが困難な為、全て貴市のご負担としていただきたく考えております。

原文のままとします。

81 実施方針 31 別紙1 リスク分担表 修繕費コストについて、長期間に渡る事業であり、事業者の責に帰さないと合理的に判断でき
るものや耐用年数・使い方を考慮した上で、要因が不明なものにより想定外の費用が発生する
リスクがあります。
つきましては、修繕の必要性を貴市と協議させていただき、提案内容の枠の中で実施の可否を
官民双方で決めていく手法の採用をお願いできないでしょうか。
リスクの極小化により事業費の縮減につながると考えております。
ご検討の程よろしくお願いいたします。

ご意見として承りました。

82 実施方針 32 別紙1 リスク分担表 「※４：想定を大幅に超える利用者の増加による必要経費（光熱水費等）の増加分について
は、市と事業者で協議の上、決定するものとする。」との記述がありますが、当該条項では増
加分についてのみ触れられており、光熱水費や通信費（商業機能・自主事業に係るものを除
く）の基本的な負担区分については明記されていないように存じます。
そのため、そもそもこれらの費用は貴市にてご負担いただけるとの認識でよろしいでしょう
か。
もし事業者負担となる場合、事業者は入札段階でそのリスクを費用に織り込み、提案価格に上
乗せせざるを得ず、結果として事業に対する支払額が増加し、入札の競争性が低下するおそれ
がございます。
以上の理由から、光熱水費や通信費につきましては、貴市にてご負担いただくことが望ましい
と考えております。

No.59への回答を参照してください。

83 実施方針 32 別紙1 リスク分担表-資料
盗難・紛失リスク

資料の盗難・紛失に関しては、本来の帰責者は第三者であるため、第三者リスクを設ける、な
いしは項目自体を削除願います。

ご意見として承りました。

84 実施方針 32 別紙1 リスク分担表-施設
の性能確保リスク

要求水準書（素案）39ｐ第8-5-(2)において、経年による劣化に関して事業者の修繕義務が免除
されることが明記されていることから、当分担表においても、経年劣化リスクを事業者負担か
ら除外願います。

No.63への回答を参照してください。

85 要求水準書（素案） 2 第1 4 (1) イ 整備範囲 募集要項等の公表前に、敷地測量図をご提供いただけませんでしょうか。 募集要項等の公表時に示します。

86 要求水準書（素案） 2 第1 4 (1) イ 整備範囲 事業用地の敷地図面等のデータは頂けますでしょうか。 募集要項等の公表時に示します。
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
No. 書類名

該当箇所
タイトル 質問及び意見 回答

87 要求水準書（素案） 3 第1 4 (2) 既存インフラの整備
状況

上下水道、電気、通信回線、都市ガスの接続・供給について、関係機関と協議することとあり
ますが、提案時点で事業者が独自に関係機関と確認・協議を行うことは可能でしょうか。
なお、確認・協議が難しい場合、事業契約後の接続方法等の変更による工程遅延やコスト増加
は貴市のご負担としていただけますようお願いいたします。

インフラ整備に係る関係機関への確認及び協議については、事業者が提案時点において独自に
実施することを妨げるものではありません。
なお、事業期間中において、提案時点からの接続方法等の変更に起因する工程の遅延又は費用
の増加については、関係機関への事前確認及び協議の実施の有無にかかわらず、事業者の負担
とします。

88 要求水準書（素案） 4 第1 4 (3) ア 既存施設の概要 西庁舎は昭和57年に建設と記載がありますので本建物は昭和56年以降の新耐震設計法で設計さ
れており既存不適格建築物ではないと考えてよろしいでしょうか。

旧庁舎(西庁舎)は、昭和56年2月に旧耐震基準に基づく建築確認を受けて建築されており、現時
点では既存不適格建築物に該当します。

89 要求水準書（素案） 5 第1 4 (4) イ 文化ホール機能 「新たな興行・・本格的な舞台芸術まで、幅広く文化・芸術を体験できる・・」とあります
が、現段階で貴市にて具体的に想定しているイベント等がありましたらご教示いただけますで
しょうか。

複合交流施設の文化ホールにおいて想定する公演内容・規模については、現市民会館等で実施
されてきた各種イベントを基本としています。具体的には、市民文化団体や学校等による音
楽・舞踊・演劇等の発表会、講演会のほか、室内楽や小編成コンサート、演劇、落語等の招へ
い公演などを想定しています。なお、これらはあくまで想定例であり、特定の公演内容や規模
を限定するものではありません。本市の人口規模や地域特性を踏まえつつ、民間事業者のノウ
ハウや創意工夫を活かした、合理的かつ付加価値の高い施設利用の提案を期待します。

90 要求水準書（素案） 5 第1 4 (4) ウ コミュニティ機能 「・・新たな活動や健康づくり、学習機会提供等・・」とありますが、現段階で貴市にて具体
的に想定しているイベント・活動等がありましたらご教示いただけますでしょうか。

募集要項等の公表時に示します。

91 要求水準書（素案） 5 第1 4 (4) ウ コミュニティ機能
（公民館機能含む）

P48の公民館業務に関する要求水準と見合わせますと、複合交流施設は複合交流施設であるとと
もに「安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例」
に基づく安芸公民館として位置付けると理解しましたが、「安芸市女性の家条例」については
廃止され、その役割（事業等）のみ引き継ぐという理解でよろしいでしょうか。

募集要項等の公表時に示します。

92 要求水準書（素案） 5 第1 4 (4) カ 防災機能 「緊急避難場所」に求める機能、要件（避難想定人数、備蓄品のおおまかな内容及び必要日数
等）について、公告時には具体的に水準を示していただくようお願いいたします。（No.105と
も関連）

災害時における緊急避難場所としての機能については、コミュニティ機能部分の活用等によ
り、民間事業者において複合交流施設全体で柔軟に確保・設定してください。なお、一時避難
想定人数は、避難者1人あたり1㎡程度の広さを確保する想定とし、配置する施設機能の面積に
応じた想定人数とします。
また、防災備蓄倉庫については、屋内配置を想定しています。
非常用品及び各種防災資機材については、市において調達・設置・管理することを想定してい
ます。物資については、前記で想定する収容人数1日以上の備蓄を予定しています。

93 要求水準書（素案） 5 第1 4 (4) カ 防災機能 本事業における新複合交流施設の「緊急避難場所」は「指定緊急避難場所」に指定されている
という認識でよろしいでしょうか。またその場合、どのような災害に対する避難場所を想定さ
れていますでしょうか。（例えば地震や津波等）

複合交流施設については、整備後に「指定緊急避難場所」に指定する予定です。また、その際
には洪水、土砂、高潮、地震、津波に対する緊急避難場所としての指定を想定しています。

94 要求水準書（素案） 5 第1 4 (4) カ 防災機能 「緊急避難場所」についての仕様は内閣府（防災担当）から公表されている「指定緊急避難場
所に指定に関する手引き」手引きに沿って計画するものと考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

95 要求水準書（素案） 6 第1 5 (3) 自主事業 広告事業についての想定されている範囲を教えて下さい。（ネーミングライツや屋外看板広告
等）

本事業における広告事業としては、一例として、複合交流施設内の壁面、柱、座席等への広告
掲出、デジタルサイネージや案内表示設備を活用した広告配信、パンフレット等の配布物の設
置を想定しています。これらに限らず、公共施設としての用途、公共性及び景観等に十分配慮
した上で、施設内外の各種スペースや設備を活用した広告について、積極的な提案を期待しま
す。

96 要求水準書（素案） 7 第1 6 事業期間 昨今の建設現場の働き方改革等をふまえると現在の想定規模で工期24か月というのはぎりぎ
り、または厳しい可能性があります。開館時期の柔軟な対応についてお考えはありますでしょ
うか。

No.16への回答を参照してください。

97 要求水準書（素案） 7 第1 6 事業期間 複合交流施設の維持管理・運営期間は15年と記載がありますが、構造体の計画共用期間は標準
の65年として設計してよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

98 要求水準書（素案） 7 第1 6 事業期間 一般的に大規模修繕は20年、設備更新は10年のものもありますが事業期間内には行わず、もし
行うとしても別途または業務外と考えてよろしいでしょうか。

事業期間中の大規模な修繕・設備更新は想定しておりませんが、ご提案の中で期間中において
適切に運営していくために必要な設備更新等がある場合は事業範囲に含めるものとします。
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
No. 書類名

該当箇所
タイトル 質問及び意見 回答

99 要求水準書（素案） 10 第1 8 (2) 要求水準の変更に伴
う契約変更

発注者が随意に契約内容を変更できるものと読めるため、契約変更の前段において事業者との
協議、合意形成の手続きを追加願えないでしょうか。

ご意見を踏まえ、要求水準書を以下のとおり修正します。

修正前：
市は、事業期間中に要求水準を変更する場合、事前に事業者に通知するものとする。要求水準
の変更に伴い、事業者に支払うサービス対価の変更を含め、事業契約の変更が必要となる場合
は、必要な契約変更を行うものとする。
修正後：
市は、事業期間中に要求水準を変更する場合には、事前にその内容を事業者に通知するものと
する。要求水準の変更に伴い、事業者に支払うサービス対価の変更を含め、事業契約の変更が
必要となる場合には、市及び事業者による協議を通じて双方の合意に至った上で、必要な契約
変更を行うものとする。

100 要求水準書（素案） 11 第1 11 (1) 実施体制　基本事項 統括マネジメント業務責任者は、業務をマネジメントできることは前提でありますが、資格要
件はないとの理解で宜しいでしょうか。

統括マネジメント業務責任者については、本事業の全体を統括し、各業務の確実かつ円滑な実
施に向けた総合的な調整を行う役割を十分に担えることを前提としていますが、個別の資格要
件は設けていません。

101 要求水準書（素案） 11 第1 11 (1) 基本事項 設計業務段階から開館準備・維持管理・運営業務に係る責任者の配置を求めるものと読めます
が、当該期間の人員配置に関する所要経費についても、事業費設計に反映されているものと考
えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。なお、関与方法については提案によるものとしますが、常時配置するこ
とを想定しているものではありません。

102 要求水準書（素案） 11 第1 11 (1) 基本事項 建設業務責任者と現場代理人等の兼務は可能という認識でよろしいでしょうか。 建設業務責任者と現場代理人等の兼務は可能です。

103 要求水準書（素案） 13 第2 1 (1) ウ-(ウ) 県庁舎の浸水対策等 津波対策については隣地にある県庁舎の浸水対策等を参考にしながらと記載ありますが、参考
資料として提示されると考えて宜しいでしょうか？

津波浸水対策の検討にあたっては、周辺に立地する公共施設の整備事例の一つとして、隣接す
る高知県安芸総合庁舎の対策内容も参考となり得る事例として認識しています。
一方で、当該庁舎は高知県が整備・管理する施設であり、その詳細な設計内容や内部検討資料
等については県が保有する資料であることから、本市が第三者へ提供できる立場にはありませ
ん。
このため、本市から当該資料を参考資料として提示することは困難ですが、津波浸水対策の検
討にあたっては、公開されている情報や一般的な防災設計の考え方、各種指針等を踏まえなが
らご検討いただくことを想定しています。
なお、必要に応じて、高知県へ直接ご確認いただくこともご検討ください。

104 要求水準書（素案） 13 第2 1 (1) ウ-(ウ) 複合交流施設の整備
方針

「津波対策については隣地にある県庁舎の浸水対策等を参考にしながら、安全性の高い方策を
検討する」とありますが、提案への適切な反映の為、県庁舎の浸水対策等を資料として提示い
ただけないでしょうか。

No.103への回答を参照してください。

105 要求水準書（素案） 13 第2 1 (1) ウ-
(ウ),(
エ)

防災対策 (ｳ)の津波対策におけるハード的な方策、(ｴ)の「防災資材倉庫の確保」「周辺地域の防災機
能」については貴市の防災計画と密接にかかわる部分であると考えるため、公告時には具体的
な水準をお示しください。
（P16　第2-2(1)エ 災害・事故対策、P28第2ｰ3(1)カ防災機能も同じ）

周辺地域の防災機能については「閉館時でもアクセスできる高所避難場所、防災資機材倉庫の
確保等」を示していますが、これら以外の方策があれば民間事業者の提案によるものをしま
す。
また、防災資機材倉庫については、屋内配置を想定しています。

106 要求水準書（素案） 13 第2 1 (1) ウ-(エ) 誰もが安全・安心に
利用できる施設

緊急避難場所としての高所避難場所及び防災倉庫についてですが、現段階でどの程度の面積が
必要になると想定されていますでしょうか。
また、貴市内各所に設置されている津波避難タワーをイメージするものと考えてよろしいで
しょうか。

一時避難想定人数としては、避難者1人あたり1㎡程度の広さを確保する想定とし、配置する施
設機能の面積に応じた想定人数とします。また、複合交流施設における防災機能については、
緊急避難場所の一部である津波避難ビル及び津波避難タワーの機能を必要に応じて参考として
ください。

107 要求水準書（素案） 13 第2 1 (1) エ 経済性や環境に優れ
た、持続可能性の高
い施設

建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）やCASBEE等の認証は不要と考えてよろしいでしょう
か。また目標値の指定はございますか。

建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）やCASBEE等の第三者認証の取得を必須とはしており
ません。ただし、省エネルギー性能に係る関連法令等を遵守及び参照するとともに、要求水準
書（素案）に示すとおり、環境負荷低減とライフサイクルコストの縮減による持続可能な計画
としてください。

108 要求水準書（素案） 13 第2 1 (1) エ 経済性や環境に優れ
た、持続可能性の高
い施設

「・・地産木材を積極的に利用・・」とありますが、建物への利用内容は事業者提案によると
いう認識でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
No. 書類名

該当箇所
タイトル 質問及び意見 回答

109 要求水準書（素案） 14 第2 1 (2) 施設内容 公告時には、閲覧席・学習席数、貸室の広さ、貸室等に備えるべき備品・楽器などについてそ
れぞれ最低基準または要求水準をお示しください。

各施設の諸室等に係る要求水準については、要求水準書（素案）p.22「３ 機能ごとの要求水
準」を参照してください。なお、諸室等の数量、面積等のうち、要求水準書（素案）において
定量的基準が示されていないものについては、複合交流施設の効率性及び利便性等を踏まえ、
民間事業者の提案に委ねるものとします。
什器・備品リストは募集要項等の公表時に示します。

110 要求水準書（素案） 14 第2 1 (2) 施設内容 各諸室の必要面積や室数がございましたら、ご教示ください。 No.109への回答を参照してください。

111 要求水準書（素案） 14 第2 1 (2) 施設内容 施設全体及び各機能の整備面積に関する要求水準の詳細は公告において示されるのでしょう
か。

No.109への回答を参照してください。

112 要求水準書（素案） 14 第2 1 (2) 施設内容 各施設の諸室構成について記載がありますが、今後諸室の必要面積等が与条件としてご提示い
ただけるのか、もしくは面積については事業者の提案によるものとするのかどのようなお考え
でしょうか。
必要面積等が与条件としてご提示いただけるのであれば、基本計画作成を進めるに際し、諸室
性能表をできるだけ早い段階でご開示いただきますようお願いいたします。

No.109への回答を参照してください。

113 要求水準書（素案） 14 第2 1 (2) 施設内容 P5及びP48のコミュニティ機能についての記述により、公民館としても位置付けられると理解し
ましたが、貸室はすべて複合交流施設の条例下に位置付けられ、公民館の条例の下で貸室とし
て位置づけられる施設はない（＝公民館事業は全館的に行うが、公民館として専有する部屋、
社会教育団体が定期的に減免で使うことが前提となる部屋はない）という理解でよろしいで
しょうか。

募集要項等の公表時に示します。

114 要求水準書（素案） 14 第2 1 (2) 施設内容 各施設の諸室構成表の中、防災機能の諸室に記載がございませんが、P28のカ 防災機能より緊
急避難場所、備蓄倉庫、屋上避難階段と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

115 要求水準書（素案） 15 第2 1 (3) 施設開館予定 設備保守作業や従事者の全体研修等の実施のため、また、適正な費用対効果を実現するため、
事業者が最適な休館日設定を提案できるよう、要求水準を緩和願えないでしょうか。

ご意見を踏まえ、開館日及び休館日について以下のとおり修正します。

修正前：
複合交流施設の開館日は、以下に定める休館日を除く全ての日とする。なお、本項に示す開館
日及び開館時間は、現施設の運営状況を踏まえた最低水準であり、事業者は、各機能が有機的
に連携し、利用者の利便性向上に資するよう、より適切かつ合理的な開館日及び開館時間を提
案すること。
修正後：
複合交流施設の開館日は、原則として以下に定める休館日を除く全ての日とする。ただし、事
業者は、各機能が有機的に連携し、利用者の利便性向上に資する観点及び適切な運営を行うた
めに必要なメンテナンスや従事者の研修機会等を確保する観点から、合理的な理由を明示した
上で、より適切な開館日及び開館時間を提案することができるものとする。

116 要求水準書（素案） 15 第2 1 (3) 開館日 曜日の定期休館がなく、年末年始のみの開館を最低基準とする場合、責任を持って良いサービ
スを提供するには相応の人数配置が必要となります。適切に人数を算定し、人件費をサービス
購入料（指定管理料）に見込んでくださるようお願いいたします。

No.115への回答を参照してください。

117 要求水準書（素案） 15 第2 1 (3) 施設開館予定 民間施設に営業時間の制限は無いとの理解でよろしいですか。また、対象施設用地内か複合交
流施設内によって営業時間の制限は変わりますか。

民間施設部分が担う商業機能については、営業時間及び営業日に関する制限はありません。本
事業用地内における配置や、複合交流施設の各機能との有機的なつながりを通じて、新たな交
流や賑わいの創出が図られるよう、民間事業者からの提案を期待します。

118 要求水準書（素案） 15 第2 2 (1) ア 配置計画 既存のバス停は存置するとの記載がありますが、配置計画上バス停を移動させることは可能と
考えてよろしいでしょうか。

バス停の位置につきましては、関係機関との協議により移動が認められる場合もあることか
ら、制度上、必ずしも変更ができないものではありません。
一方、バス停の設置位置については、交通安全の確保の観点から、交差点や横断歩道との距
離、見通し、道路幅員、歩行者の待機スペースの確保など、さまざまな条件を満たす必要があ
り、バス運行事業者や道路管理者、警察等との協議・調整が必要となります。
このため、現時点においては既存のバス停位置の変更等は想定しておりませんが、今後、具体
的な提案段階において、関係機関との協議の中で必要に応じて検討が行われる可能性はあるも
のと考えています。

119 要求水準書（素案） 16 第2 2 (1) エ 緊急避難場所 緊急避難場所として、想定されています規模・収容人数がございましたらご教示ください。 No.92への回答を参照してください。
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
No. 書類名

該当箇所
タイトル 質問及び意見 回答

120 要求水準書（素案） 16 第2 2 (1) エ 備蓄倉庫 備蓄倉庫として、想定されています規模がございましたらご教示ください。 No.92への回答を参照してください。

121 要求水準書（素案） 16 第2 2 (1) エ 災害・事故対策 非常用品及び防災資機材は貴市の調達及び管理という認識でよろしいでしょうか。
また、非常用品及び防災資機材は数量の見積・想定が難しいため、貴市の調達及び管理として
いただけますようお願いいたします。

非常用品及び各種防災資機材については、市において調達・設置・管理します。

122 要求水準書（素案） 16 第2 2 (1) エ 災害・事故対策 「・・全館をカバーするものでなく、必要な箇所に必要な時間分の電力を供給できるもの」と
ありますが、今後の公表資料で必要な個所はお示しいただけるという認識でよろしいでしょう
か。
また、現段階で備蓄倉庫に備蓄すると想定されている非常用品や各種棒先資機材の量の目安(何
日分・何人分等)ございましたら、ご教示いただけまようお願いいたします。

必要電力量については、避難階の施設機能が使用できる電気量3日程度の確保を想定していま
す。その他、No.92への回答を併せて参照してください。

123 要求水準書（素案） 17 第2 2 (1) エ 災害・事故対策 「夜間や休館日等の閉館時においても、屋外から屋上へ避難できるよう、屋上避難階段を設置
すること。なお、屋上避難階段は・・」との記載がありますが、新複合交流施設の屋上は夜
間、閉館時等に関わらず、いつでも誰もが外部から屋上避難階段を利用して、直接屋上にアク
セスできるような運用にするという認識でよろしいでしょうか。

屋上避難階段については、災害発生時において、夜間や休館日等の閉館時を含め、屋外から屋
上へ確実に避難できることを求めるものです。
一方で、平常時において、常時誰もが自由に屋上へアクセスできる運用とすることまでを求め
るものではなく、具体的な運用方法については、安全性や管理面に配慮した上で提案してくだ
さい。

124 要求水準書（素案） 17 第2 2 (1) エ 災害・事故対策 「・・非常時は新施設の3階以上へ避難する・・」との記載がありますが、平時は使用できず、
緊急時のみ使用できる場所という認識でよろしいでしょうか。

本規定は、災害発生時に3階以上を避難先として活用できるよう、配置計画及び建築計画上の配
慮を求める趣旨であり、平時において3階以上を使用できない、又は非常時専用の空間とするこ
とを求めるものではありません。

125 要求水準書（素案） 17 第2 2 (1) エ 災害・事故対策 災害対応マニュアルは高知県が公表しているものを参考にするという認識でよろしいでしょう
か。
また、その他の参考資料等あれば、ご教示いただけますようお願いいたします。

高知県の公表資料を参考にしてください。その他、参考とすべき資料等がある場合は、募集要
項等の公表時に示します。

126 要求水準書（素案） 17 第2 2 (2) 構造計画に関する要
求水準

液状化対策について、対策範囲は建物部分のみと考えてよろしいでしょうか。公共道路へつな
がる敷地内道路も液状化対策を考慮する必要がありますでしょうか。

液状化対策の範囲については、建物部分の安全確保に限らず、災害時においても施設としての
機能が確保されるよう、敷地内動線やライフライン機能を含め、必要な範囲を適切に検討して
ください。

127 要求水準書（素案） 17 第2 2 (2) 構造計画に関する要
求水準

被災後の迅速な復旧について、被災の定義と損害負担、復旧範囲、復旧費用についてはどのよ
うに考えたらよろしいでしょうか。

被災の定義や復旧範囲等の詳細について、現時点での具体的な想定が困難であることから、実
際の被害状況等を踏まえ市と協議の上、決定することとします。なお、構造計画の策定にあ
たっては、災害発生時においても重大な損壊が生じないよう配慮した設計としてください。

128 要求水準書（素案） 17 第2 2 (2) 構造計画に関する要
求水準

鉄筋コンクリート造の耐震構造を前提とすることとありますが、必要な耐震安全性が確保でき
ていれば他の構造種別の提案も可能であるという認識でよろしいでしょうか。

原則、鉄筋コンクリート造の耐震構造とします。ただし、耐震安全性区分を含む要求水準を満
たし、かつ耐久性・維持管理性・防災機能の観点から同等以上と合理的に説明できる場合に限
り、他の構造種別の提案を妨げません。

129 要求水準書（素案） 17 第2 2 (3) ア 設備計画に関する要
求水準　-共通-

浸水対策のため、津波の到達想定高さを踏まえた配置計画とすることと記載がありますが、対
策を行う設備は防災設備及び非常用発電設備と考えてよろしいでしょうか。

質問文中に記載の防災設備及び非常用発電設備が想定されますが、これらに限るものではあり
ません。複合交流施設全体における津波到来時の安全性の確保、ならびに浸水被害発生後にお
ける各種機能の円滑かつ効率的な復旧を踏まえ、その他の設備についても必要かつ適切な対策
を講じてください。

130 要求水準書（素案） 18 第2 2 (3) イ-(キ) 携帯電話設備 携帯電話については全キャリアのアンテナの設置等を適宜行うこととありますが、アンテナは
キャリア工事等になるかと思いますが配管及び電源のみの整備で宜しいでしょうか？

携帯電話の受信環境の確保にあたっては、配管及び電源等の整備のほか、全キャリア・全機種
において複合交流施設内で十分な受信が可能となるよう、必要な措置を講じてください。
なお、アンテナの設置工事自体は、原則として各携帯電話事業者による施工が想定されます
が、当該設置に必要となる協議、申請、契約等の手続きについては、本事業の範囲として民間
事業者が実施することを想定しています。

131 要求水準書（素案） 19 第2 2 (3) イ-(サ) 設備計画に関する要
求水準　-電気設備-

防災行政無線の移設は別途工事と考えてよろしいでしょうか。 ご理解のとおりです。なお、スピーカー設置や配線等は別途発注を考えていますが、これらを
取り付ける柱や空配管等は本業務に含めます。

132 要求水準書（素案） 19 第2 2 (3) イ-(サ) 設備計画 Jアラート、防災行政無線の設置は別途発注との理解でよろしいでしょうか。 No.131への回答を参照してください。
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頁 大項目 中項目 小項目 細目
No. 書類名

該当箇所
タイトル 質問及び意見 回答

133 要求水準書（素案） 19 第2 2 (3) イ-(セ) 防犯設備 「機械警備システムは別途工事とすること。」と記載がありますが、他方で40頁の保安警備業
務にて「…24時間対応、機械警備を基本とする。」と記載されております。機械警備システム
の設置工事については事業外、システム運用、点検等は事業内で行う理解でよろしかったで
しょうか。

機械警備システムの設置も本事業に含めます。ご質問を踏まえ、以下のとおり修正します。

修正前：
機械警備システムは別途工事とすること。
修正後：
機械警備等の機器設置にあたり、警報は警備会社に通報され、迅速に対応できるシステムを想
定すること。

134 要求水準書（素案） 19 第2 2 (3) イ-(セ) 設備計画に関する要
求水準　-電気設備-

本事業の範囲に保安警備業務が含まれておりますが、機械警備システムは別途工事と考えてよ
ろしいでしょうか。

No.133への回答を参照してください。

135 要求水準書（素案） 19 第2 2 (3) イ-(セ) 防犯設備 「機械警備システムは別途工事とする」との記載ありますが、防犯設備は本整備PFI事業の業務
範囲外とし、空配管のみ設置するという認識でよろしいでしょうか。

No.133への回答を参照してください。

136 要求水準書（素案） 20 第2 2 (3) イ-
(ト),(
ナ)

構内通信線路設備
構内発電線路設備

予備配管等を貴市との協議し、設けることとありますが、協議により提案時点から予備配管数
が増加した場合、コスト増加等は貴市にご負担いただけるという認識でよろしいでしょうか。

民間事業者による提案内容の全体を踏まえ、協議・調整を行うものとします。

137 要求水準書（素案） 20 第2 2 (3) ウ-(ア) 設備計画に関する要
求水準　-機械設備-

空調設備について、各諸室において一括管理ができるようにすることとありますが、代表室で
の一括管理と考えてよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

138 要求水準書（素案） 20 第2 2 (3) ウ-(ウ) 設備計画に関する要
求水準　-機械設備-

排煙設備について、自然排煙を原則として、省エネルギー、ランニングコストの軽減を図るこ
ととありますが、イニシャルコストの軽減を図ることと読み替えてよろしいでしょうか。

イニシャルコストのみを軽減したことで省エネルギー・ランニングコスト増につながることの
無いようにご配慮ください。

139 要求水準書（素案） 21 第2 2 (3) ウ-(コ) ガス設備 敷地周辺及び敷地内のガス配管設備図面を開示いただけますようお願いいたします。 旧市庁舎跡地ではプロパンガスを使用しています。現在、市が保有している図面では、西庁舎
における配管位置を確認できるものの、東庁舎における配管位置は特定できませんでした。公
表可能な資料を整理の上、募集要項等の公表時に示します。

140 要求水準書（素案） 22 第2 3 (1) ア 職員数 供用開始後、本施設のおいて、従事される貴市職員の想定がございましたら人数と配置エリア
をご教示ください。

出張所運営に関し、市職員3人程度を配置することを見込んでいます。

141 要求水準書（素案） 22 第2 3 (1) ア 図書館機能 既存の図書館の運営（事業収支や来館者情報など）に関する資料提供は可能でしょうか。 募集要項等の公表時に示します。

142 要求水準書（素案） 22 第2 2 (3) ウ-(サ) 消火設備 所轄の消防署からの指導による変更については提案時点で見込むことは困難な為、指導によっ
て生じる追加費用が発生した場合、貴市にご負担いただけるという認識でよろしいでしょう
か。

所轄の消防署との協議の結果、民間事業者による提案時点からの変更が生じ、これに伴い追加
費用が発生した場合であっても、当該追加費用については事業者の負担とします。

143 要求水準書（素案） 22 第2 2 (3) ウ-(ス) 昇降機設備 乗用エレベーターは設置台数のうち1台を車いすや緊急時にストレッチャーで利用できる奥行き
を確保するという認識でよろしいでしょうか。

ご認識のとおりです。なお、エレベーターの設置台数につきましては、施設利用の利便性や緊
急時対策などを踏まえたうえ、複合交流施設を安全かつ効率的に運営・維持管理できるよう、
適切に配置してください。

144 要求水準書（素案） 23 第2 3 (1) ア 全体規模 蔵書冊数約9万冊は、開架約7万冊と閉架約2万冊の合計という理解でよろしいですか。 ご理解のとおりです。

145 要求水準書（素案） 23 第2 3 (1) ア 一般書架室 開架約７万冊とありますが、子ども向けスペースの約2.3万冊は含まれますか。 子ども向けスペースの約2.3万冊は、開架約７万冊に含まれます。

146 要求水準書（素案） 23 第2 3 (1) ア 図書館冊数 全体規模として【蔵書冊数】約9万冊、【開架冊数】約7万冊とありますが、一般開架室（開
架：約7万冊）子ども向けスペース（開架：約2.3万冊）閉架書庫（閉架：約2万冊）とあり、蔵
書総数と食い違いがあるように思われます。
一般開架約7万冊、子ども向けスペース開架約2.3万冊として開架冊数合計は約9.3万冊、閉架約
2万冊で合計蔵書冊数は11．3万冊と考えてよろしいでしょうか。

No.145への回答を参照してください。
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147 要求水準書（素案） 23 第2 3 (1) ア 図書館座席数 図書館開架閲覧室の各スペース・コーナーの想定されています閲覧席数がございましたらご教
示ください。

市が具体的に想定する席数はありません。図書館機能を担うスペースの広さ、各諸室等の配置
等を踏まえ、民間事業者において最適と判断する数量を提案してください。

148 要求水準書（素案） 23 第2 3 (1) ア-(オ) 図書館における諸室
構成

表中の全体規模欄には開架冊数約7万冊とあり、一般開架室で7万冊、子供向けスペースで2.3万
冊と記載があります。地域資料コーナーにも蔵書が見込まれことから、冊数について、全体規
模の冊数と各諸室の冊数の関係性をご教示ください。

全体の一般開架冊数は約7万冊とし、各諸室の冊数は要求水準書（案）に記載のとおり、利用し
やすさを重視した配置としてください。

149 要求水準書（素案） 23 第2 3 (1) ア-(オ) 図書館における諸室
構成

表中の全体規模で開架冊数は約7万冊と規定されますが、各諸室においては、一般開架室約7万
冊＋子供向けスペース開架約2.3万冊＝約9.3万冊と規定されており、相違が生じています。各
諸室の開架冊数は閉架分を含んだ概数であり、当該比率を参考に、開架約7万冊に対し、一般、
児童それぞれに適正な開架冊数を事業者が提案することを求められていると考えてよろしいで
しょうか。

No.145への回答を参照してください。

150 要求水準書（素案） 23 第2 3 (1) ア-(オ) 図書館における諸室
構成

新施設に備える蔵書約9万冊については、既存蔵書に加えて開館前に一定数の新規図書の調達を
行うことが前提と想定します。その場合の図書の冊数、購入費等の要求水準をお示しくださ
い。

募集要項等の公表時に示します。

151 要求水準書（素案） 23 第2 3 (1) ア-(オ) 図書館における諸室
構成

閉架書庫に関して、将来的な蔵書冊数の増加にも対応できる仕様とするとありますが、将来蔵
書数に関して上限をお示しいただけないでしょうか。また、増加分については閉架書庫に収蔵
するという見込みでよろしいでしょうか。

現状において、要求水準以上の蔵書冊数は想定していません。

152 要求水準書（素案） 23 第2 3 (1) ア 図書館機能 全体規模は約1,200㎡となっておりますが、各諸室の必要面積等をご開示いただきたくことは可
能でしょうか。
また、ご開示いただけない場合は事業者にて提案するものという認識でよろしいでしょうか。

諸室等の数量、面積等のうち、定量的基準が示されていないものについては、複合交流施設の
効率性及び利便性等を踏まえ、民間事業者の提案に委ねるものとします。
なお、要求水準書（素案）に記載の「【延べ床面積】 約1,200㎡」についても、現図書館が保
持・提供する文化教養機能や課題解決支援機能を上回る水準とすることを踏まえた目安であ
り、図書館機能の質及び価値の向上、効率的な運営等の観点から、最適と判断する水準を、民
間事業者において提案するものとします。
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